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2026 年６月 19 日 

各  位 

会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社 

 代表取締役社長兼 CEO 髙 﨑 正 年 

 （コード 3121 東証スタンダード） 

問合せ先 執行役員 CFO 加 藤 東 司 

 （TEL 03-6434-5540） 

 

調達資金の資金使途並びに支出予定時期の変更に関するお知らせ 

 

当社は、2025 年６月 27 日開催の取締役会において、Hong Kong Sunlight House Limited を割当予定先と

し、資金使途を「М＆Ａ、企業・案件への投資資金」のみとして、新株式の発行により 734 百万円を、第 17

回新株予約権の発行により 3,117 百万円を資金調達する旨を決議し、その旨を 2025 年６月 27 日同日付開示

資料「第三者割当による新株式及び第 17 回新株予約権の発行に関するお知らせ」にて公表しております。 

当社は、本日開催の取締役会において、2025 年７月 14 日に発行した新株式に伴う 734 百万円の資金使途及

び支出予定時期について、下記のとおり、変更いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、2025 年７月 14 日に発行した第 17 回新株予約権については、2025 年７月 25 日付開示資料「第 17 回

新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社では、新株予約権者である

Hong Kong Sunlight House Limited と十分な協力体制や信頼関係が確保できないことから当社株主及び投資

家の皆様の利益を損なう事態を懸念し、Hong Kong Sunlight House Limited と締結した第 17 回新株予約権の

割当契約に基づき、2025 年８月 12 日に第 17 回新株予約権すべてを Hong Kong Sunlight House Limited から

取得したうえで消却しております。 

 

記 

 

 当社は、2025 年６月 27 日同日付開示資料「第三者割当による新株式及び第 17 回新株予約権の発行に関す

るお知らせ」にて、2025 年７月 14 日に発行した新株式にて調達する資金 734 百万円の資金使途を「М＆Ａ、

企業・案件への投資資金」のみとしておりました。 

 

そうしたなかで、当社は、2025 年７月 14 日に発行した新株式にて調達した資金の一部を、長期化する円安

やインフレに対する資産保全策も兼ね、ビットコインを活用した不動産決済サービスを含め、暗号資産を活

用した投資事業の強化に取り組む目的で、ビットコイン 299 百万円の購入に充当し、その旨を 2025 年９月 29

日付開示資料「ビットコイン購入並びに暗号資産による不動産決済サービスに関する FINX JCrypto 株式会社

との協業に関するお知らせ」にて公表いたしました。 

しかし、当社は、2025 年７月 14 日に発行した新株式にて調達した資金の一部である 299 百万円を 2025 年

９月 29 日にビットコインの購入に充当したことに関して、2025 年９月 29 日同日に、2025 年６月 27 日付開

示資料「第三者割当による新株式及び第 17 回新株予約権の発行に関するお知らせ」に記載する 2025 年７月

14 日に発行した新株式にて調達する資金 734 百万円の資金使途を変更する旨の適時開示を行いませんでし

た。 

当社では、ビットコイン 299 百万円の購入は、2025 年６月 27 日付開示資料「第三者割当による新株式及び

第 17 回新株予約権の発行に関するお知らせ」の「２．募集の目的及び理由」「（１）資金調達の主な目的」

にて公表した「新規事業領域への投資として投下することにより当社グループにおける強固な事業基盤の形

成に繋がることを期したもの」であるため、2025 年９月 29 日時点では過去の増資の資金使途の変更には該当

しないと認識し、当該資金使途の変更の適時開示を行いませんでした。 

 

さらに、当社は、2025 年７月 14 日に発行した新株式にて調達した資金の一部を、投資会社として貸金業

のライセンスを活かし株式や不動産、売掛金などを担保にした融資事業を拡大し、収益性の向上に取り組む

目的で実行した株式担保融資 400 百万円のうち 350 百万円に充当し、その旨を 2025 年 11 月 25 日付開示資料

「（経過開示）株式担保融資の実行の決定に関するお知らせ」にて公表いたしました。 
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しかし、当社は、2025 年７月 14 日に発行した新株式で調達した資金の一部である 350 百万円を 2025 年 11

月 25 日に株式担保融資の実行に充当したことに関して、2025 年 11 月 25 日同日に、2025 年６月 27 日付開示

資料「第三者割当による新株式及び第 17 回新株予約権の発行に関するお知らせ」に記載する 2025 年７月 14

日に発行した新株式にて調達する資金 734 百万円の資金使途を変更する旨の適時開示を行いませんでした。 

当社では、株式担保融資は、2025 年６月 27 日付開示資料「第三者割当による新株式及び第 17 回新株予約

権の発行に関するお知らせ」の「２．募集の目的及び理由」「（１）資金調達の主な目的」にて公表した

「新規事業領域への投資として投下することにより当社グループにおける強固な事業基盤の形成に繋がるこ

とを期したもの」であるため、2025 年 11 月 25 日時点では過去の増資の資金使途の変更には該当しないと認

識し、当該資金使途の変更の適時開示を行いませんでした。 

 

そして、当社は、2025 年７月 14 日に発行した新株式にて調達する資金 734 百万円の「М＆Ａ、企業・案件

への投資資金」を資金使途とする支出予定時期につきまして、2025 年６月 27 日同日付開示資料「第三者割当

による新株式及び第 17 回新株予約権の発行に関するお知らせ」では 2025 年８月～2025 年 12 月と公表してお

りました。 

そうしたなかで、2025 年７月 14 日に発行した新株式にて調達する資金 734 百万円のうち前述のビットコイ

ン 299 百万円の購入及び 350 百万円の株式担保融資の実行を除いた 84 百万円につきまして、実際は、2025 年

12 月までに、当社が求める条件での投資に適切な案件の紹介等が無く、結果的に投資案件の確保することが

できず、実際の支出時期が 2026 年１月となりました。 

しかし、当社は、当該支出予定時期の変更は投資実行した際、時期が明確になった際に行えばよいと認識

し、投資に適切な案件を確保することが出来ないことが判明していた 2025 年 12 月下旬の時点では過去の増

資の調達資金の支出予定時期の変更には該当しないと認識し、当該調達資金の支出予定時期の変更の適時開

示を行いませんでした。 

さらに、当社は、当該支出予定時期の変更は投資実行した際、時期が明確になった際に行えばよいと認識

していたにもかかわらず、投資に適切な案件を確保することが出来た 2026 年１月時点では、１カ月の変更で

あれば、軽微な変更と認識し、当該調達資金の支出予定時期の変更の適時開示を行いませんでした。 

 

今般、外部からの指摘を受け、本来であれば 2025 年９月 29 日及び 2025 年 11 月 25 日にそれぞれ公表すべ

きであった 2025 年７月 14 日に発行した新株式にて調達した 734 百万円の資金使途の変更を改めて公表する

とともに、併せて 2025 年 12 月までに公表すべきであった調達資金の支出予定時期の変更を改めて公表いた

します。 

なお、変更箇所は下線を表示しています。 

また、2025 年９月 29 日に購入したビットコインを売却した後の資金及び 2025 年 11 月 25 日に実行した株

式担保融資を回収した後の資金はそれぞれМ＆Ａ、企業・案件への投資資金に充当する予定であります。 

 

【変更前】 

具体的な使途 
金 額 

(百万円) 
支出予定時期 

① М＆Ａ、企業・案件への投資資金 734 2025年８月～2025年12月 

合計 734  

 

【変更後】 

具体的な使途 
金 額 

(百万円) 
支出予定時期 

① М＆Ａ、企業・案件への投資資金 84 2025年８月～2026年１月 

② ビットコイン購入 299 2025年９月 

③ 株式担保融資 350 2025年11月 

合計 734  

 

以 上 


